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   議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制    

   定について 

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を次の 

ように定める。 

  令和２年５月１日提出 

 

 

 甲府市議会議長 金 丸 三 郎 様 
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〃     〃    原 田 洋 二 

〃     〃    鈴 木   篤 

〃     〃    長 沼 達 彦 

〃     〃    末 木 咲 子 
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〃     〃    清 水 英 知 

 

 



   議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年１０月条例第 

２１号）の一部を次のように改正する。 

 附則に次の１条を加える。 

第８条 令和２年５月１日から同年１０月３１日までの期間に係る議長、副議長及

び議員の議員報酬は、第１条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、それ

ぞれ４万円を減額した額とする。 

２ 前項の規定は、第４条に規定する期末手当の額の算定基礎となる議員報酬の月 

額については、適用しない。 

  附 則 

 この条例は、令和２年５月１日から施行する。 

 

 

 

 

提案理由 

 新型コロナウイルス感染拡大による厳しい社会経済情勢等に鑑み、議員の議員報

酬を変更するについては、この条例を制定する必要がある。これが ､ この条例案を

提出する理由である。 


